
Title 商法二四五条一項一号における「営業譲渡」の意義 :
企業結合的見地からの考察の必要性

Sub Title Notion de "Cession du Fonds de Commerce" en Société Anonyme :
la necessité de la considération au point de vue du Konzern

Author 宮島, 司(Miyajima, Tsukasa)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1980

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.53, No.12 (1980. 12) ,p.361- 383 

JaLC DOI
Abstract
Notes 法学部法律学科開設九十周年記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19801215-0361

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
．
営
業
譲
渡
」

　
　
ー
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
の
考
察
の
必
要
性
1

の
意
義

宮

島

司

一
　
は
し
が
き

二
　
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
の
「
営
業
譲
渡
」
概
念
把
握
の
必
要
性

（
一
）
沿
革
的
理
由

（
二
）
実
質
的
理
由

　
（
三
）
形
式
的
理
由

三
　
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
す
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

四
　
ま
　
　
と
　
　
め一

　
は
し
が
き

　
従
来
よ
り
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
規
定
さ
れ
た
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
を
め
ぐ
つ
て
、
取
引
の
安
全
を
重
視
す
べ
き
か
、
逆
に
、
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
利
益
保
護
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
基
本
的
観
点
の
相
違
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
形
式
説
と
実
質
説
と
に
見
解
が
対
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
賛
同
す
る
立

場
か
ら
比
較
法
的
考
察
を
な
し
ま
た
判
例
を
検
討
す
る
な
ど
し
て
、
論
拠
を
さ
ら
に
加
え
る
と
い
う
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
一
　
　
（
二
〇
〇
七
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
二
　
　
（
二
〇
〇
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
“
　
　
　
　
　
　
　
（
蜂

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
形
式
説
が
多
数
説
で
あ
り
実
質
説
は
少
数
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
理
論
的
に
は
い
ず
れ
も
そ
の
欠
陥
を
含
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
と
こ
ろ
か
ら
、
基
本
的
に
は
こ
の
い
ず
れ
か
の
立
場
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
欠
陥
を
克
服
す
べ
く
数
多
く
の
分
派
が
生
じ
て
き
て
お
り
全
く

統
一
を
み
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
対
立
が
ど
こ
に
根
ざ
す
か
と
い
え
ば
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
取
引
の
安
全
か
株
主
保
護
か
と
い
う
株
式
会

社
法
の
解
釈
論
上
最
重
要
関
心
事
に
関
す
る
認
識
の
相
違
に
か
か
つ
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
形
式
説
に
よ
れ
ば
、
実
質

説
の
よ
う
に
事
実
上
の
影
響
の
有
無
に
よ
つ
て
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
か
否
か
を
分
け
て
考
え
た
の
で
は
、
具
体
的
な
場
合
に
同
条
の
適
用
が

あ
る
か
否
か
が
不
明
確
に
な
つ
て
し
ま
い
法
律
関
係
の
安
定
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
、
法
技
術
的
に
は
い
わ
ゆ
る
営
業
譲
渡
の
概
念
で
も
つ
て

形
式
的
に
限
界
を
画
す
る
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
ず
、
従
つ
て
、
本
条
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
と
は
、
商
法
二
五
条
以
下
に
お
け
る
そ
れ
と
同

様
、
一
定
の
営
業
目
的
の
た
め
組
織
化
さ
れ
た
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
を
譲
渡
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
譲
渡
会
社
が
そ
の
財
産
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
営
ん
で
い
た
営
業
活
動
を
譲
受
人
に
受
け
継
が
せ
、
譲
渡
会
社
が
法
律
上
当
然
に
競
業
避
止
義
務
を
負
う
場
合
を
い
う
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
実
質
説
は
、
本
条
に
お
け
る
営
業
譲
渡
と
は
、
そ
の
譲
渡
が
譲
渡
会
社
の
存
続
に
か
か
わ
る
か
否
か
と
い
う
目
的
論
的
判
断

に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
企
業
維
持
、
株
主
保
護
、
つ
ま
り
会
社
の
存
続
に
関
す
る
事
項
は
特
別
決
議
に

よ
る
こ
と
が
当
然
で
あ
り
、
実
質
的
に
い
わ
ゆ
る
営
業
譲
渡
に
準
ず
る
よ
う
な
事
案
で
も
、
会
社
の
運
命
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
本
条
の
営
業
譲
渡
に
含
ま
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
見
解
の
対
立
が
い
つ
ま
で
も
続
く
背
景
に
は
、
常
に
判
例
に
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
極
め
て
特
異
な
場
面
に
お
け
る
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

事
者
の
利
益
状
況
を
念
頭
に
置
い
て
、
主
と
し
て
判
例
の
当
否
を
め
ぐ
つ
て
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
な
る
ほ
ど
、
法
解
釈
学
の
使
命
は
、
法
が
生
き
た
生
活
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
納
得
し
う
る
解
釈
を
求
め
る
こ
と
に

あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
判
例
に
現
わ
れ
た
事
実
か
ら
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
に
の
み
災
い
さ
れ
て
、
本
来
前
提
と
さ
れ
る
べ
き



「
営
業
譲
渡
」
の
概
念
が
そ
こ
か
ら
帰
納
的
に
の
み
導
き
出
さ
れ
る
と
す
る
解
釈
態
度
は
納
得
し
え
な
い
。
多
く
の
論
者
が
営
業
譲
渡
の
本
質
論
を

展
開
す
る
に
あ
た
つ
て
、
多
く
の
判
例
を
引
用
し
て
く
る
の
は
こ
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
私
見
か
ら
す
れ
ば
、
判
例
に
登
場
し
て
く
る
よ
う
な
営
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

譲
渡
（
む
し
ろ
、
営
業
譲
渡
と
い
う
こ
と
自
体
誤
ま
り
で
あ
る
）
の
事
案
は
全
く
の
病
理
現
象
中
の
病
理
現
象
で
あ
る
b
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
元
来
、

制
度
と
し
て
法
が
予
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
「
営
業
譲
渡
」
と
は
、
企
業
結
合
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
つ
て
、
判
例
に
現
れ
て
く
る
よ
う
な
い
わ
ば

純
粋
の
取
引
法
的
行
為
で
は
な
い
。
従
つ
て
、
営
業
譲
渡
の
本
質
論
を
考
察
す
る
た
め
に
は
法
が
予
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
制
度
に
つ
い
て
ま
ず

始
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
正
当
な
把
握
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
納
得
し
う
る
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
立
法

の
沿
革
、
営
業
譲
渡
の
機
能
、
そ
の
他
の
企
業
結
合
規
定
と
考
え
ら
れ
る
制
度
と
の
対
比
と
い
う
見
地
か
ら
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け

る
「
営
業
譲
渡
」
の
制
度
意
義
を
求
め
、
現
行
法
上
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
。

　
従
来
よ
り
、
商
法
は
単
独
企
業
の
み
を
前
提
と
し
、
種
々
の
規
定
も
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
合
併
の
よ
う
に

法
人
格
の
結
合
に
関
す
る
規
定
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
企
業
主
体
間
の
結
合
と
い
う
意
味
に
お
い
て
従
来
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
た
枠

を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
併
に
あ
つ
て
は
、
法
人
格
が
結
合
す
れ
ば
そ
の
客
体
で
あ
る
営
業
は
当
然
結
合
す
る

も
の
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
営
業
の
結
合
が
法
人
格
の
結
合
に
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
法

人
格
が
独
立
し
た
ま
ま
、
営
業
の
み
結
合
し
経
済
的
一
体
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
極
め
て
重
要
に
な
つ
て
い
る
こ
と

は
無
視
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
後
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
法
は
法
人
格
の
結
合
と
し
て
合
併
を
考
え
、
そ
の
客
体
た
る
営
業
の
結
合
と
し

て
、
す
な
わ
ち
法
形
式
的
に
は
独
立
性
を
維
持
し
た
ま
ま
経
済
的
に
は
一
体
と
な
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
規
定
と
し
て
商
法
二
四
五
条
一
項
を
考
え
て

　
　
　
　
　
（
9
）

い
た
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
営
業
譲
渡
の
本
質
論
を
説
く
に
あ
た
つ
て
も
、
常
に
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
再
構
成
を
試
み
る
こ
と
に
本
稿
の
ね
ら
い
が
あ
る
。

　
（
1
）
本
稿
の
よ
う
に
形
式
説
・
実
質
説
と
分
類
す
る
も
の
の
他
、
総
会
決
議
必
要
説
・
総
会
決
議
不
要
説
と
分
類
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
単
に
多
数
説
・
少
数
説
と
す
る
も
の
な
ど

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
三
　
　
（
二
〇
〇
九
）



商
法
二
四
五
条
一
項
｝
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

三
六
四
　
　
（
二
〇
一
〇
）

　
が
あ
る
。

（
2
）
形
式
説
に
属
す
る
見
解
と
し
て
、
鈴
木
竹
雄
「
営
業
譲
渡
と
総
会
の
決
議
」
商
法
演
習
五
一
三
四
頁
（
但
し
、
改
説
前
）
、
石
井
照
久
「
営
業
の
譲
渡
と
株
主
総
会
の
決
議
」
現

代
商
法
学
の
諸
間
題
（
田
中
誠
二
古
稀
記
念
）
一
頁
、
田
中
誠
二
『
全
訂
会
社
法
詳
論
・
上
』
三
九
三
頁
、
上
柳
克
郎
「
営
業
譲
渡
」
新
商
法
演
習
－
二
四
一
頁
、
藤
井
昭
治
「
営

　
業
の
譲
渡
」
契
約
法
大
系
H
二
五
七
頁
、
大
賀
祥
充
「
営
業
財
産
の
譲
渡
担
保
と
株
主
総
会
の
特
別
決
議
」
法
学
研
究
三
八
巻
二
号
六
四
頁
、
鴻
常
夫
「
会
社
の
重
要
な
営
業
財
産

　
を
譲
渡
担
保
に
供
す
る
場
合
と
商
法
第
二
四
五
条
の
適
用
の
有
無
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
二
号
六
〇
頁
な
ど
。

（
3
）
実
質
説
に
属
す
る
見
解
と
し
て
、
松
田
二
郎
・
鈴
木
忠
一
『
条
解
株
式
会
社
法
・
上
』
二
二
五
頁
、
喜
多
川
篤
典
「
営
業
譲
渡
の
性
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
〇
〇
号
一
八
六
頁
、

　
三
枝
一
雄
「
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
い
う
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
る
一
部
の
譲
渡
の
意
義
」
法
律
論
叢
四
〇
巻
一
号
二
二
輔
頁
、
大
山
俊
彦
「
商
法
第
二
四
五
条
第
一
項
第

　
一
号
に
い
う
『
営
業
』
の
意
義
に
つ
い
て
」
駒
大
法
学
論
集
三
号
四
九
頁
な
ど
。

（
4
）
　
三
つ
の
タ
イ
プ
の
代
表
的
見
解
が
あ
る
。
第
一
の
立
場
は
、
実
質
説
と
同
様
、
営
業
活
動
の
承
継
、
競
業
避
止
義
務
の
負
担
を
営
業
譲
渡
の
要
件
か
ら
除
外
し
、
「
機
能
的
一

体
と
し
て
の
組
織
的
財
産
」
の
譲
渡
で
あ
れ
ば
足
る
と
し
な
が
ら
、
個
別
的
な
財
産
の
譲
渡
は
い
か
に
重
要
で
あ
つ
た
と
し
て
も
営
業
譲
渡
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
大
隅
健
一
郎

　
「
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
い
う
『
営
業
ノ
全
部
又
ハ
重
要
ナ
ル
一
部
ノ
譲
渡
』
の
意
義
」
判
例
評
論
八
七
号
七
五
頁
、
竹
内
昭
夫
「
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
の
『
営
業
ノ
全

部
又
ハ
重
要
ナ
ル
一
部
ノ
譲
渡
』
の
意
義
』
法
協
八
三
巻
四
号
一
五
〇
頁
、
蓮
井
良
憲
「
営
菜
譲
渡
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
〇
号
二
七
〇
頁
、
田
村
諄
之
輔
「
重
要
財
産
の
譲
渡
と
特

　
別
決
議
」
会
社
判
例
百
選
（
新
版
）
九
五
頁
、
山
下
真
弘
『
株
式
会
社
法
上
の
営
業
譲
渡
に
関
す
る
一
考
察
⇔
完
」
関
大
法
学
論
集
二
五
巻
三
号
一
九
〇
頁
な
ど
。

　
　
第
二
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
実
質
説
に
立
ち
な
が
ら
、
実
質
的
に
営
業
譲
渡
に
あ
た
る
こ
と
が
譲
受
人
に
わ
か
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
譲
受
人
が
そ
の
こ
と
を
立
証
し
な

　
い
限
り
、
総
会
の
特
別
決
議
の
欠
飲
を
理
由
に
そ
の
譲
渡
の
無
効
を
主
張
で
き
な
い
と
し
て
、
挙
証
責
任
に
よ
つ
て
静
的
安
全
と
動
的
安
全
と
の
調
和
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
る
。
鈴
木
竹
雄
「
株
式
会
社
法
と
取
引
の
安
全
」
商
法
研
究
丑
五
二
頁
、
山
口
賢
「
営
業
譲
渡
と
株
主
総
会
の
特
別
決
議
」
商
法
の
判
例
（
第
三
版
）
五
五
頁
。

　
　
第
三
の
立
場
は
、
服
部
教
授
の
見
解
で
あ
り
、
ま
ず
、
営
業
譲
渡
の
意
義
を
商
法
総
則
に
お
け
る
そ
れ
と
同
一
に
理
解
す
べ
き
と
の
基
本
的
立
場
に
立
ち
、
営
業
用
財
産
の
一
括

　
譲
渡
も
営
業
譲
渡
に
あ
た
る
と
す
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
そ
れ
が
営
業
譲
渡
に
あ
た
る
か
否
か
は
否
定
す
る
側
に
立
証
責
任
が
あ
る
と
す
る
。
服
部
栄
三
「
商
法
第
二
四
五
条
第
一

　
項
第
一
号
に
い
う
『
営
業
ノ
全
部
又
ハ
重
要
ナ
ル
一
部
ノ
譲
渡
』
の
意
義
」
民
商
法
五
四
巻
四
号
五
七
三
頁
。

（
5
）
　
（
2
）
に
掲
げ
た
諸
論
文
参
照
。

（
6
）
　
（
3
）
に
掲
げ
た
諸
論
文
参
照
。

（
7
）
龍
田
節
「
営
業
譲
渡
と
株
主
総
会
決
議
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
六
号
一
頁
、
一
〇
五
巻
三
号
一
頁
、
遠
藤
美
光
「
財
政
破
綻
に
あ
る
株
式
会
社
の
営
業
譲
渡
（
二
・
完
）
」
上

　
智
法
学
二
三
巻
二
号
一
七
六
頁
な
ど
。
そ
の
他
、
前
述
し
た
多
く
の
見
解
も
判
例
批
評
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
）
遠
藤
前
掲
論
文
一
九
六
、
一
九
七
頁
は
、
譲
渡
会
社
の
財
政
状
況
に
よ
つ
て
、
株
主
の
有
す
る
経
済
的
利
益
に
も
差
異
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
破
綻
会
社
の
営
業
譲
渡

　
の
場
合
に
は
別
個
の
判
断
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
私
見
と
は
基
本
的
立
場
を
異
に
す
る
が
、
思
考
の
方
向
に
お
い
て
賛
同
し
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
9
）
松
田
凹
鈴
木
前
掲
書
一
二
五
頁
、
松
田
二
郎
『
株
式
会
社
法
研
究
』
一
八
三
頁
。



二
　
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
の
「
営
業
譲
渡
」
概
念
把
握
の
必
要
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
近
時
、
い
く
つ
か
の
著
書
に
お
い
て
、
「
営
業
譲
渡
」
を
も
つ
て
企
業
結
合
の
一
形
態
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

考
え
方
が
、
思
考
の
方
向
と
し
て
、
企
業
結
合
と
の
関
連
、
と
り
わ
け
合
併
と
極
め
て
類
似
し
た
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
営
業
譲
渡
を
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
現
代
資
本
主
義
経
済
の
下
に
お
け
る
企
業
間
の
関
係
を
み
た
場
合
に
は
、
全
く
正
当
な
方
向
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
も
、
単
に
経
済
的
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
「
営
業
譲
渡
」
を
把
え
て
位
置
づ
け
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ

か
ら
積
極
的
に
「
営
業
譲
渡
」
概
念
の
定
立
を
試
み
ょ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
こ
と
が
い
か
ん

と
も
納
得
し
が
た
い
の
で
あ
つ
て
、
多
く
の
見
解
が
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
示
し
な
が
ら
、
①
競
業
避
止
義
務
を
負
う
か
否
か
、
②

営
業
活
動
の
承
継
を
必
要
と
す
る
か
否
か
、
③
有
機
的
一
体
性
を
必
要
と
す
る
か
、
ま
た
重
要
な
財
産
で
あ
れ
ば
足
る
か
、
④
取
引
の
異
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

性
を
必
要
と
す
る
か
、
な
ど
い
く
つ
か
の
基
準
を
も
つ
て
総
会
決
議
が
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
を
決
定
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
は
、
商
法
二
四
五
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
制
度
意
義
を
正
当
に
認
識
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
行
会
社
法
の
下
に
お
け
る
制
度
と
し
て
の
、
あ
る
い

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
理
念
と
し
て
の
「
営
業
譲
渡
」
の
正
当
な
把
握
こ
そ
重
大
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
「
営
業
譲
渡
」
と

は
何
か
、
つ
ま
り
、
何
を
対
象
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
立
法
の
沿
革
、
実
質
的
に
は
そ
の
機
能
、
さ
ら
に
形
式
的
に
は
そ
の
他
の
企
業
結
合
規
定
と
の
対
比
と
い
う
観
点
か
ら

考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
一
）
沿
革
的
理
由

　
現
行
商
法
中
に
お
い
て
、
「
営
業
譲
渡
」
に
関
し
て
は
、
商
法
総
則
二
五
条
以
下
と
株
式
会
社
法
二
四
五
条
以
下
に
規
定
が
存
在
す
る
。
商
法

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
五
　
　
（
二
〇
二
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
六
　
　
（
二
〇
一
二
）

総
則
に
お
け
る
営
業
譲
渡
は
、
明
治
三
二
年
い
わ
ゆ
る
新
商
法
施
行
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
規
定
の
体
裁
か
ら
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
譲
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
（
5
）

人
及
び
債
権
者
保
護
と
い
う
も
つ
ば
ら
取
引
の
安
全
を
考
慮
し
た
制
度
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
株
式
会
社
に
関
す
る
営
業
譲
渡

の
規
定
は
、
昭
和
一
三
年
の
改
正
に
お
い
て
新
設
さ
れ
、
昭
和
二
五
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
昭
和
二
二
年
立
法
の
当
初
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
、
個
々
の
企
業
内
部
の
経
営
政
策
の
範
囲
内
の
事
項
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
関
係
規
制
の
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
昭
和
二
二
年
改
正
法
前
に
は
、
全
く
規
定
が
存
在
し
な
か
つ
た
た
め
、
は
た
し
て
会
社
は
営
業
の
譲
渡
を
な
し
う
る
か
、
ま
た
な
し
う
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
し
て
も
何
を
譲
渡
す
る
か
な
ど
に
つ
い
て
解
釈
論
上
も
種
々
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
、
現
実
の
企
業
結
合
の
必
要
性
と
い
つ
た
見
地
か
ら
も
新
設

が
強
く
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
田
中
耕
太
郎
博
士
が
既
に
昭
和
五
年
に
次
の
よ
う
な
主
張
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
立
法
に
対
す
る
期

待
が
、
つ
ま
り
企
業
結
合
規
定
と
し
て
の
登
場
に
対
す
る
期
待
が
、
ど
れ
程
大
き
い
も
の
で
あ
つ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
我
々
は
会
社
企
業
相
互
間
に
於
け
る
組
織
法
的
拘
束
、
即
ち
行
為
法
的
、
債
権
法
的
、
一
時
的
に
非
ざ
る
会
社
の
組
織
に
影
響
を
及
ぼ
す
所
の

む
し
ろ
身
分
法
的
、
継
続
的
な
る
関
係
を
眼
中
に
置
き
、
立
法
に
際
し
之
れ
に
関
し
研
究
を
為
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
」

（
8
）

と
。

　
こ
う
し
た
要
請
を
う
け
て
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
二
年
新
設
時
に
は
、
営
業
の
全
部
譲
渡
は
会
社
の
法
律
上
当
然
の
解
散
事
由
と

さ
れ
て
い
た
（
旧
四
〇
四
条
三
号
）
。
こ
れ
に
対
し
、
昭
和
二
五
年
改
正
法
で
は
、
こ
れ
を
解
散
事
由
か
ら
削
除
し
、
さ
ら
に
、
営
業
譲
渡
に
反
対

の
株
主
に
株
式
買
取
請
求
権
を
法
定
し
た
（
二
四
五
条
の
二
）
。
ま
さ
に
、
こ
の
こ
と
に
極
め
て
重
大
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
に
立
法
担
当
者
あ
る
い
は
有
力
な
学
者
に
よ
つ
て
、
よ
り
一
層
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
規
定
の
意
味
を
強
く
す
る
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
解
散
事
由
か
ら
削
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
会
社
存
続
中
に
お
け
る
営
業
譲
渡
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

業
集
中
に
基
づ
く
経
済
の
変
遷
に
順
応
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
反
対
株
主
に
株
式
買
取
請
求
権
を
法

定
し
た
こ
と
は
、
法
形
式
的
に
も
、
ま
た
実
質
的
に
も
、
企
業
結
合
の
最
終
的
形
態
で
あ
る
合
併
と
類
似
し
た
制
度
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な



（
H
）

い
。
制
度
と
し
て
法
が
予
定
し
た
と
こ
ろ
の
「
営
業
譲
渡
」
と
は
、
企
業
結
合
的
な
意
味
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
昭
和
一
三
年

新
設
、
昭
和
二
五
年
改
正
共
に
極
め
て
漸
進
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
根
本
に
は
、
企
業
間
の
結
合
現
象
に
対
処
す
べ
く
努
力
が
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
法
の
沿
革
を
無
視
し
、
判
例
に
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
、
例
え
ば
、
休
業
中
の
会
社
・
債
務
超
過
会

（
B
）

社
が
私
的
整
理
の
方
法
と
し
て
行
な
う
よ
う
な
極
め
て
特
異
な
場
面
を
中
心
に
解
釈
論
を
展
開
す
る
従
来
か
ら
の
種
々
の
見
解
の
立
論
の
し
か
た

は
全
く
納
得
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
実
質
的
理
由

　
近
時
、
営
業
譲
渡
の
実
例
が
極
め
て
多
く
な
つ
て
き
て
い
る
。
公
正
取
引
委
員
会
の
独
占
白
書
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
一
時
期
を
除
い
て
、
年
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

増
加
の
一
途
を
た
ど
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
合
併
に
関
す
る
資
料
は
数
多
く
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
営
業
譲
渡
に
関
し
て
は
そ
の
実

態
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
た
め
、
現
実
に
は
い
か
な
る
目
的
の
た
め
こ
れ
が
な
さ
れ
る
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
判
例
を
通
し
て
知
る
道
し
か

癒
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
つ
て
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
学
説
が
、
主
と
し
て
判
例
を
通
し
て
、
つ
ま
り
、
ま
さ
に
、
営
業
譲
渡
契
約
当
事
会
社
が

対
立
当
事
者
と
し
て
登
場
し
て
く
る
場
面
を
通
し
て
、
営
業
譲
渡
の
本
質
論
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
も
一
応
う
な
ず
け
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
制
度
の
意
義
（
（
一
）
で
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
（
三
）
に
お
い
て
も
述
べ
る
）
、
機
能
を
正
当
に
把
握
し
な
い
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

り
、
極
め
て
表
面
的
に
現
わ
れ
た
一
角
を
も
つ
て
全
体
を
把
握
す
る
も
の
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
三
年
八
月
東
洋
信
託
銀
行
よ
り
「
最
近
の
営
業
譲
渡
契
約
」
と
い
う
資
料
が
公
表
さ
れ
、
ま
た
、
右
資
料
に
掲
げ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

各
営
業
譲
渡
契
約
の
内
容
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
も
商
事
法
務
研
究
上
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
近
時
に
お
け
る
営
業
譲
渡
の
実
態
を
知

り
う
る
唯
一
の
有
用
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
営
業
譲
渡
契
約
書
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
例
え
ば
、
他
の
会
社
と
折
半
出
資
し

た
会
社
を
設
立
し
、
そ
こ
に
営
業
譲
渡
を
な
す
場
合
と
か
、
自
社
が
七
〇
％
以
上
出
資
す
る
子
会
社
を
設
立
し
、
そ
こ
に
営
業
譲
渡
を
な
す
場
合

な
ど
、
ま
さ
に
機
能
的
に
は
企
業
結
合
と
し
て
こ
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
七
　
　
（
二
〇
ニ
ニ
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
八
　
　
（
二
〇
一
四
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
統
計
上
も
営
業
譲
渡
が
行
な
わ
れ
る
場
合
と
い
う
の
は
、
営
業
譲
渡
当
事
会
社
が
対
立
当
事
者
と
な
る
よ
う
な
取
引
的
行

為
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
よ
り
は
、
結
合
企
業
間
に
お
け
る
経
営
合
理
化
の
た
め
、
あ
る
い
は
個
別
企
業
が
関
係
会
社
を
形
成
し
て
ゆ
く
た
め
と

い
つ
た
す
ぐ
れ
て
企
業
結
合
的
行
為
と
し
て
現
実
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
か
な
る
方
法
で
営
業
譲
渡
が
企
業
結
合
を
達
成
す
る
か
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
近
時
、
資
本
自
由
化
に
と
も
な
う

産
業
再
編
成
の
必
要
か
ら
、
企
業
の
体
質
を
改
善
し
合
理
化
を
図
る
た
め
に
、
一
方
で
会
社
の
合
併
が
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
会
社
の

分
割
に
つ
い
て
も
動
き
が
活
発
に
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
体
質
を
改
善
、
強
化
す
る
た
め
に
は
、
い
た
ず
ら
に
合
併
に
よ
り
企
業
を

大
型
化
さ
せ
る
の
み
で
な
く
、
あ
る
特
定
部
門
を
分
離
し
て
専
業
化
す
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

分
割
に
つ
い
て
は
、
立
法
化
の
要
請
が
久
し
く
唱
え
ら
れ
、
現
実
の
必
要
性
も
大
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
法
上
は
制
度
と
し
て
存
在
し
な

い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
多
く
の
会
社
で
は
、
そ
の
必
要
性
か
ら
営
業
譲
渡
を
用
い
て
同
様
の
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
規
定
の

存
在
す
る
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
上
の
分
割
に
関
す
る
解
釈
論
に
し
て
も
、
ま
た
、
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
会
社
分
割
に
し
で
、
も
、
文
字

通
り
全
く
分
割
し
て
非
関
係
会
社
と
す
る
意
味
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
逆
に
、
企
業
結
合
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
立
法
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
は
、
機
能
的
に
も
、
企
業
結
合

と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
い
わ
ば
分
割
の
反
対
現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
合
併
と
関
連
し
て
も
、
企
業
結
合
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
合
併
手
続
に
よ
ら
な
い
で
営

業
全
部
を
譲
渡
す
る
事
例
が
目
立
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
甲
会
社
が
そ
の
営
業
全
部
を
乙
会
社
に
譲
渡
し
、
そ
し
て
甲
会
社
が
解
散
し
て
し
ま
う

場
合
な
ど
は
、
ま
さ
に
効
果
と
し
て
は
甲
ー
乙
会
社
の
合
併
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
、
合
併
と
営
業
譲
渡
と
で
は
そ
の
規
制
が
異
な
り
、
前
者

の
規
制
が
厳
格
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
か
ら
、
合
併
規
制
回
避
の
た
め
に
営
業
譲
渡
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
現
実
問
題
と
し
て
は
十
分
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
（
2
0
）

わ
け
で
あ
る
。



　
と
す
れ
ば
、
営
業
譲
渡
を
も
つ
て
、
当
事
者
の
利
害
が
尖
鋭
に
対
立
す
る
一
般
契
約
の
法
理
を
も
つ
て
し
た
の
で
は
、
判
例
に
現
わ
れ
て
く
る

よ
う
な
事
案
の
解
決
に
は
な
る
と
し
て
も
、
営
業
譲
渡
の
本
質
的
理
解
に
は
全
く
機
能
し
え
な
い
解
釈
論
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
沿
革
的

理
由
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
来
、
法
は
「
営
業
譲
渡
」
を
も
つ
て
企
業
結
合
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
し
、
実
質
的
に

も
、
ま
た
機
能
論
と
し
て
も
、
営
業
譲
渡
の
多
く
が
企
業
結
合
の
一
手
段
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
き
、
取
引
法
的
行
為
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

こ
れ
を
把
え
る
こ
と
は
す
で
に
制
度
の
意
義
、
機
能
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
と
な
り
許
さ
れ
な
い
。

　
（
三
）
形
式
的
理
由

　
商
法
二
四
五
条
一
項
二
号
は
、
「
営
業
全
部
ノ
賃
貸
、
其
ノ
経
営
ノ
委
任
、
他
人
ト
営
業
上
ノ
損
益
全
部
ヲ
共
通
ニ
ス
ル
契
約
其
ノ
他
之
二
準

ズ
ル
契
約
ノ
締
結
、
変
更
又
ハ
解
約
」
に
つ
き
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
立
法
理
由
か
ら
こ
れ
ら
各
種
の
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

約
が
企
業
結
合
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
と
同
様
で
あ
り
、
ま
た
、
実
質
的
・
経
済
的
に
み
て
も
、
二
つ
の
企

業
の
結
合
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
合
併
な
い
し
会
社
構
造
の
変
更
に
準
ず
る
も
の
と
み
て
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
営
業
の
賃
貸
借
、
経
営
の
委
任
に
つ
い
て
い
え
ば
、
通
常
、
こ
れ
ら
の
契
約
は
大
企
業
が
小
企
業
を
そ
の
支
配
下
に
置
く
た
め
の
形
式
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

わ
ち
上
下
関
係
に
お
け
る
結
合
の
形
式
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
親
子
会
社
関
係
設
定
の
重
要
な
る
一
形
態
で
あ
る
。
上
位
会
社
は
下

位
会
社
の
営
業
を
賃
借
し
、
又
は
そ
の
経
営
に
つ
ぎ
自
己
の
利
益
に
お
い
て
委
託
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
下
位
会
社
を
自
己
の
支
配
下

に
お
き
企
業
の
統
制
を
図
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
形
式
的
に
は
営
業
の
賃
貸
借
に
あ
つ
て
は
営
業
は
賃
借
人
の
名
義
に
お
い
て
、
か
つ

そ
の
計
算
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
の
に
対
し
、
経
営
の
委
任
に
あ
つ
て
は
委
託
会
社
名
義
で
運
営
さ
れ
、
計
算
は
受
託
会
社
に
帰
属
す
る
と
の
相

　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

違
は
み
ら
れ
る
が
、
営
業
活
動
の
引
渡
が
い
ず
れ
の
契
約
に
お
い
て
も
そ
の
中
核
を
な
し
、
受
託
会
社
、
賃
借
会
社
の
事
業
計
画
の
も
と
に
運
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

が
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
企
業
結
合
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
契
約
に
よ
る
支
配
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
察
し
う
る
。
ま
た
、
機
能
的

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
九
　
　
（
二
〇
一
五
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
〇
　
　
（
二
〇
一
六
）

に
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
な
ど
は
、
実
質
的
に
は
合
併
と
同
様
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
で
あ
り
、
短
期
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

で
も
合
併
に
至
る
前
段
階
と
L
て
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
企
業
結
合
の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
も
の
で
あ

る
。　

損
益
共
通
契
約
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
損
益
共
通
契
約
と
は
数
個
の
企
業
間
に
お
い
て
損
益
全
部
に
つ
き
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

関
係
を
設
定
す
る
契
約
で
あ
り
、
一
般
に
組
合
契
約
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
契
約
の
締
結
に
よ
り
関
係
会
社
は
す
べ
て
統
一
的
指
揮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に
服
し
、
経
済
的
一
体
を
な
す
わ
け
で
あ
る
。
従
つ
て
、
例
え
ば
、
甲
会
社
、
乙
会
社
間
に
お
い
て
平
等
に
分
配
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
甲
社
で
五
億
円
の
利
益
が
あ
り
、
乙
社
で
は
一
億
円
の
利
益
が
計
上
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
ぎ
甲
は
乙
に
五
億
円
の
利
益

の
う
ち
二
億
円
を
引
渡
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
第
三
者
の
利
益
参
加
で
は
な
く
ー
つ
ま
り
、
五
億
は
純
粋
に
甲
社
の
利
益
と
考
え
る
の
で
は

な
く
ー
あ
く
ま
で
も
甲
、
乙
両
企
業
の
共
同
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
利
益
追
求
の
方
法
に
関
す
る
組
合
契
約
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
法
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

企
業
結
合
の
一
形
態
と
し
て
こ
れ
を
把
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
商
法
二
四
五
条
一
項
三
号
で
は
営
業
全
部
の
譲
受
に
も
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
の
意
味
に
つ
い

て
も
若
干
考
察
を
加
え
る
。
周
知
の
と
お
り
、
営
業
全
部
の
譲
受
の
み
に
特
別
決
議
を
要
す
る
と
し
た
立
法
の
態
度
に
つ
い
て
は
批
判
の
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
別
と
し
て
も
、
営
業
の
譲
受
に
特
別
決
議
を
必
要
と
し
た
の
は
、
譲
渡
会
社
と
譲
受
会
社
間
に
企
業
結
合
関
係
が
生

ず
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
合
併
契
約
に
お
い
て
合
併
両
当
事
会
社
に
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。

も
し
、
営
業
譲
渡
、
譲
受
を
も
つ
て
純
粋
の
取
引
法
的
行
為
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
会
社
に
と
つ
て
は
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
が
失

な
わ
れ
れ
ば
会
社
の
存
立
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
納
得
し
う
る
が
、
譲
受
会
社
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

こ
れ
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
い
出
し
が
た
い
。
従
つ
て
、
商
法
二
四
五
条
一
項
三
号
を
同
条
同
項
一
号
と
の
関
連
に
お
い
て

正
当
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
企
業
結
合
と
し
て
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
最
も
素
直
で
あ
ろ
う
。



　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
商
法
二
四
五
条
一
項
各
号
に
お
け
る
各
種
の
契
約
は
企
業
結
合
と
い
う
見
地
か
ら
こ
れ
を
考
察
す
べ
き
実
質
と
機
能
と
を

有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
の
対
比
に
お
い
て
営
業
譲
渡
も
ま
た
同
様
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
契
約
の
当

事
者
が
利
害
を
鋭
く
対
立
さ
せ
て
登
場
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
通
常
の
取
引
行
為
と
は
全
く
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
端
的
に
、
商
法
二

四
五
条
一
項
二
号
の
各
種
の
契
約
と
同
様
、
企
業
結
合
規
定
と
し
て
の
意
義
を
把
握
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
1
）

（
2
）

　
頁
、

（
3
）

（
4
）

河
本
一
郎
『
現
代
会
社
法
（
新
版
）
』
三
九
四
頁
、
服
部
栄
三
『
商
法
総
則
』
三
九
五
頁
、
木
内
宣
彦
『
企
業
法
総
論
』
一
七
九
頁
。

田
代
有
嗣
『
親
子
会
社
の
法
律
』
一
頁
、
龍
田
節
「
企
業
結
合
と
法
」
現
代
法
9
一
〇
七
頁
等
の
指
摘
。
実
態
資
料
と
し
て
、
宮
崎
義
一
『
寡
占
』
二
八
頁
、
五
〇
ー
五
一

「
新
・
連
結
集
団
」
別
冊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
経
済
情
報
、
野
口
・
片
山
・
荒
川
『
現
代
日
本
の
株
式
会
社
』
等
。

こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
龍
田
前
掲
論
文
（
営
業
譲
渡
と
株
主
総
会
決
議
e
）
三
頁
。

明
治
三
二
年
新
商
法
の
下
で
は
、
第
二
二
条
、
二
三
条
に
お
い
て
競
業
避
止
義
務
の
み
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
現
行
規
定
（
二
四
条
～
二
九
条
）
に
改
正
さ
れ
た
の
は
昭
和
一

　
三
年
で
あ
る
。

（
5
）
　
長
谷
川
雄
一
「
営
業
の
譲
渡
ー
そ
の
二
」
演
習
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
二
三
二
頁
、
田
中
誠
二
・
喜
多
了
祐
『
全
訂
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
商
法
総
則
』
二
八
一
頁
以
下
、
福
井

　
守
『
営
業
財
産
の
法
的
研
究
』
三
〇
頁
、
四
〇
頁
、
大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
』
三
二
八
頁
、
西
原
寛
一
『
商
法
総
則
』
四
〇
五
頁
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
著
書
に
お
い
て
も
、
譲
受

　
人
の
競
業
避
止
義
務
を
当
然
の
効
果
と
み
る
か
政
策
的
義
務
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
対
立
し
、
ま
た
、
第
三
者
保
護
に
つ
い
て
も
外
観
理
論
を
も
つ
て
説
明
し
う
る
か
と
い

　
う
点
で
争
い
は
あ
る
。

（
6
）
喜
多
川
篤
典
『
注
釈
会
社
法
ω
』
一
二
九
頁
。
ま
た
、
昭
和
一
三
年
改
正
法
の
立
法
担
当
老
の
手
に
よ
る
奥
野
健
一
・
加
納
駿
平
・
佐
々
木
良
一
等
『
株
式
会
社
法
釈
義
』
に

　
よ
れ
ば
、
そ
の
立
法
理
由
と
し
て
、
「
本
条
第
一
号
乃
至
第
三
号
の
事
項
は
現
代
資
本
主
義
経
済
の
発
達
に
伴
う
資
本
集
中
の
必
要
上
行
は
る
る
会
社
の
運
命
に
重
大
な
る
関
係
を

　
及
ぽ
す
事
柄
で
あ
る
」
（
一
四
八
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
四
号
及
び
第
二
項
（
会
社
役
員
の
責
任
免
除
が
規
定
さ
れ
て
い
た
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
「
右
に
述
べ
た
経
済
資
本

　
の
集
中
に
伴
ふ
会
社
事
業
の
合
同
等
に
関
す
る
事
項
で
は
な
く
」
と
し
て
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
な
い
し
三
号
は
企
業
結
合
規
定
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確

　
に
し
て
い
る
。
田
中
耕
太
郎
『
改
正
商
法
及
有
限
会
社
法
概
説
』
一
七
頁
、
一
八
四
頁
、
鳥
賀
陽
・
大
橋
・
大
森
・
八
木
「
商
法
改
正
法
案
を
評
す
（
＝
二
）
」
法
学
論
叢
三
六
巻
二

　
号
一
四
八
頁
。

（
7
）
松
本
黙
治
「
会
社
ノ
営
業
譲
渡
ヲ
論
乙
私
法
論
文
集
第
二
巻
二
九
七
頁
が
代
表
的
著
書
で
あ
り
、
存
続
中
の
会
社
が
営
業
譲
渡
を
行
な
う
こ
と
は
異
常
な
事
態
で
あ
る
と

　
し
、
会
社
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
同
旨
の
判
例
と
し
て
、
大
判
大
正
二
年
六
月
二
八
日
民
録
一
二
輯
五
五
五
頁
、
大
阪
地
判
大
正
五
年
八
月
一
〇
日
新

　
聞
一
一
六
〇
号
二
六
頁
、
宮
城
控
判
昭
和
ニ
ニ
年
三
月
二
二
日
新
聞
四
二
六
五
号
二
二
頁
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
、
前
述
の
判
例
と
異
な
り
、
会
社
の
解
散
を
条
件
ま
た
は
期
限
と
す

　
る
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
あ
れ
ば
可
能
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
大
判
昭
和
三
年
四
月
七
日
新
聞
二
八
六
六
号
一
五
頁
、
大
判
昭
和
一
四
年
八
月
三
一
日
民
集
一
八
巻
一
五
号
九
九

　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
一
　
　
（
二
〇
一
七
）



商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

三
七
二
　
　
（
二
〇
一
八
）

七
頁
。

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

（
12
）

（
13
）

（
1
4
）

田
中
耕
太
郎
「
株
式
会
社
法
改
正
の
基
本
問
題
」
商
法
研
究
第
二
巻
四
七
七
頁
以
下
。

最
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
に
お
け
る
松
里
一
郎
判
事
の
反
対
意
見
（
民
集
一
九
巻
六
号
一
六
〇
〇
頁
以
下
）
。

最
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
に
お
け
る
松
田
二
郎
判
事
の
反
対
意
見
（
民
集
一
九
巻
六
号
一
六
〇
〇
頁
以
下
）
。

右
最
判
昭
和
四
〇
年
に
お
け
る
奥
野
健
一
判
事
の
補
足
意
見
。

（
1
0
）
の
最
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
最
判
昭
和
四
一
年
二
月
二
三
日
民
集
二
〇
巻
二
号
三
〇
二
頁
な
ど
。

大
阪
地
判
昭
和
三
一
年
六
月
二
〇
日
下
民
集
七
巻
六
号
一
五
八
五
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
〇
年
九
月
一
三
日
高
民
集
二
八
巻
四
号
二
八
七
頁
な
ど
。

昭
和
五
三
年
度
五
九
五
件
中
、
四
件
が
営
業
の
賃
借
、
三
件
が
経
営
の
受
任
で
あ
り
、
残
り
五
八

　
八
件
が
営
業
の
譲
受
又
は
営
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
ち
な
み
に
商
法
二
四
五
条
に
関
す
る
判
例
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
二
五
年
～
三
四
年
の
間
七

　
件
、
三
五
年
～
四
四
年
の
間
一
四
件
、
四
五
年
～
五
四
年
の
間
九
件
で
あ
る
。

（
1
6
）
東
洋
信
託
銀
行
証
券
代
行
部
『
最
近
の
営
業
譲
渡
契
約
』
一
頁
以
下
。

（
1
7
）
藤
原
祥
二
「
会
社
の
営
業
譲
渡
契
約
書
の
分
析
」
商
事
法
務
八
二
〇
・
八
一
二
号
。

（
1
8
）
古
く
は
、
大
野
実
雄
「
株
式
会
社
の
分
割
」
商
法
研
究
一
巻
（
昭
和
二
六
年
）
一
三
九
頁
、
大
橋

　
光
雄
「
会
社
の
分
割
」
法
律
タ
イ
ム
ズ
一
巻
二
号
（
昭
和
二
二
年
）
三
九
頁
等
が
こ
れ
を
主
張
し
、
近

　
時
は
、
経
済
団
体
連
合
会
「
産
業
再
編
成
の
た
め
の
企
業
分
割
、
合
併
に
関
す
る
意
見
」
（
昭
和
四
三
年
）

　
商
事
法
務
四
六
三
号
五
五
頁
を
契
機
と
し
て
多
く
の
論
文
が
こ
れ
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
吉
田
昂
「
会

　
社
の
合
併
お
よ
び
分
割
に
関
す
る
改
正
意
見
〔
n
〕
ー
分
割
の
部
i
」
商
事
法
務
五
三
六
号
二
頁
、
居
林

　
次
雄
「
会
社
の
分
割
に
関
す
る
法
制
整
備
問
題
」
商
事
法
務
四
六
五
号
九
頁
、
小
関
健
二
「
会
社
分
割

　
の
法
制
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
一
七
巻
一
号
九
五
頁
。

（
19
）
　
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
会
社
の
分
割
」
慶
大
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集

　
（
昭
和
五
一
年
）
六
五
頁
、
わ
が
国
の
分
割
に
つ
い
て
も
同
論
文
七
五
頁
。

（
2
0
）
　
田
代
前
掲
書
（
親
子
会
社
の
法
律
）
四
〇
二
頁
。

（
2
1
）
営
業
譲
渡
は
後
述
す
る
よ
う
に
客
観
的
な
営
業
を
譲
渡
す
る
行
為
で
あ
る
。
従
つ
て
、
行
為
自
体

　
は
二
当
事
者
間
の
契
約
で
あ
る
か
ら
取
引
法
的
行
為
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
こ
そ
企
業
結
合

　
規
定
と
し
て
の
営
業
譲
渡
の
特
殊
性
で
あ
つ
て
、
あ
た
か
も
営
業
譲
渡
、
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合
併
の
場
合
に
お
け
る
株
主
の
特
別
利
害
関
係
の
議
論
と
同
様
、
譲
渡
当
事
会
社
間
で
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン



利
益
を
媒
介
と
す
る
た
め
、
対
立
す
る
利
害
の
問
題
は
そ
こ
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
松
田
二
郎
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
関
係
に
お
け
る
株
式
会
社
の
自
主
独
立
性
」
株
式
会
社
法
研
究
一
九
七
頁
は
、
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
関
係
で
は
通
常
の
契
約
（
例
え
ば
売
買
）
に
お
い
て

　
も
特
殊
の
考
察
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
る
。

（
2
2
）
奥
野
他
前
掲
書
（
株
式
会
社
法
釈
義
）
一
四
八
頁
、
松
田
”
鈴
木
前
掲
書
二
二
三
頁
。

（
2
3
）
　
喜
多
川
前
掲
書
（
注
釈
会
社
法
）
一
四
九
頁
、
石
井
前
掲
論
文
六
頁
。

（
2
4
）
　
田
代
前
掲
書
（
親
子
会
社
の
法
律
）
四
四
五
頁
、
松
田
”
鈴
木
前
掲
書
二
二
六
頁
、
服
部
前
掲
書
四
二
四
頁
以
下
。
大
隅
健
一
郎
『
企
業
合
同
法
の
研
究
』
一
八
七
頁
で
は
そ

　
の
注
ω
に
お
い
て
、
頃
窪
器
ヨ
鋤
β
P
O
歪
巳
一
轟
q
昌
叩
ψ
一
8
を
引
用
し
、
同
書
が
営
業
の
賃
貸
借
．
経
営
の
委
任
．
経
営
管
理
契
約
を
も
つ
て
ω
昌
o
巳
ぎ
讐
一
昌
の
み
の

　
形
式
と
把
え
て
い
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
沿
革
的
理
由
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
少
く
と
も
わ
が
国
に
お
い
て
は
右
の
各
契
約
は
ω
自
ぴ
o
鼠
ぎ
跨
一
8
の
み
の
形
式
と

　
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
5
）
　
服
部
前
掲
書
四
二
四
頁
、
四
三
三
頁
、
松
田
“
鈴
木
前
掲
書
二
二
六
、
二
二
七
頁
、
田
代
前
掲
書
四
九
四
頁
。

（
2
6
）
　
喜
多
川
前
掲
書
（
注
釈
会
社
法
）
一
四
九
頁
。

（
2
7
）
　
田
中
昭
「
営
業
の
賃
貸
借
と
第
三
者
と
の
関
係
」
商
事
法
の
研
究
（
大
隅
還
暦
記
念
）
二
頁
、
服
部
前
掲
書
四
二
六
頁
（
注
一
）
等
に
お
い
て
、
企
業
結
合
と
関
係
の
な
い
営

　
業
賃
貸
借
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
営
業
譲
渡
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
が
、
本
来
制
度
と
し
て
法
が
予
定
し
た
も
の
は
企
業
結
合
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
つ

　
て
、
常
に
本
質
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
つ
て
も
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
従
つ
て
、
営
業
賃
貸
借
と
い
つ
て
も
民
法
の
賃
貸
借
契
約
と
ど
れ
程
の
類
似
点
が
あ
る
か
は
疑

　
問
で
あ
る
（
こ
の
点
の
認
識
は
服
部
前
掲
書
四
二
七
頁
注
二
と
ほ
ぽ
同
様
で
あ
る
が
、
一
般
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
民
法
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
田
中
誠
二

　
『
商
法
総
則
詳
論
』
二
二
二
頁
。
ま
た
、
大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
』
三
三
三
頁
は
類
推
適
用
と
す
る
）
。

（
2
8
）
　
田
代
前
掲
書
四
四
五
頁
。

（
2
9
）
　
田
代
前
掲
書
五
〇
三
頁
、
松
田
闘
鈴
木
前
掲
書
二
二
八
頁
、
大
隅
前
掲
書
（
企
業
合
同
法
の
研
究
）
一
二
四
頁
等
通
説
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
田
代
前
掲
書
四
九
八
頁
、
松
田
匹
鈴
木
前
掲
書
二
二
八
頁
、
喜
多
川
前
掲
書
（
注
釈
会
社
法
）
一
五
〇
頁
。

（
3
1
）
　
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
見
の
よ
う
に
、
損
益
共
通
契
約
を
も
つ
て
利
益
追
求
の
方
法
に
関
す
る
契
約
と
解
し
た
場
合
に
は
、
企
業
結
合
と
い
う
問
題

　
意
識
を
ぬ
き
に
し
て
は
特
別
決
議
を
必
要
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
見
い
出
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
損
益
共
通
契
約
を
も
つ
て
利
益
配
当
に
関
す
る
合

　
意
（
服
部
前
掲
書
四
三
六
頁
）
と
解
し
た
場
合
に
は
、
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
理
由
は
出
て
く
る
が
、
こ
れ
で
は
商
法
二
四
五
条
一
項
の
そ
の
他
の
契
約
と
の
対
比
と
い
う
意
味

　
か
ら
も
十
分
納
得
の
ゆ
く
説
明
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
見
と
同
様
、
損
益
共
通
契
約
を
も
つ
て
利
益
追
求
の
方
法
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
と
さ
れ
る
大
隅
博
士
は
、
昭
和

　
一
三
年
改
正
前
（
商
法
二
四
五
条
新
設
前
）
の
前
述
の
企
業
合
同
法
の
研
究
（
一
二
七
頁
）
に
お
い
て
、
利
益
配
当
の
規
律
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
総
会
の
決
議
は
不
要
で

　
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
と
す
る
と
、
何
故
昭
和
一
三
年
改
正
に
お
い
て
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
企
業
結
合
を
理
由
と
す
る
以
外
に
納
得
の

　
ゆ
く
説
明
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
三
　
　
（
二
〇
一
九
）



　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
四
　
　
（
二
〇
二
〇
）

（
3
2
）
　
宇
田
一
明
「
営
業
譲
渡
の
対
象
で
あ
る
『
営
業
』
の
と
ら
え
方
お
よ
び
そ
の
意
義
」
札
幌
商
大
一
〇
周
年
記
念
論
文
集
三
二
八
頁
、
山
下
前
掲
論
文
二
〇
七
頁
、
二
一
〇
頁
。

（
3
3
）
　
通
常
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
そ
れ
は
営
業
規
模
の
大
幅
な
拡
大
や
場
合
に
よ
つ
て
は
業
種
の
変
更
等
を
伴
い
、
会
社
な
い
し
営
業
の
存
続
に
重
大
に
か
か
わ
る
」
（
宇
田

前
掲
論
文
）
と
。
し
か
し
、
規
模
の
縮
小
な
ら
と
も
か
く
拡
大
が
会
社
の
存
続
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
納
得
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
業
種
の
変
更
で
あ
れ
ば
こ
れ
は

　
定
款
変
更
の
総
会
の
特
別
決
議
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
れ
ぽ
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
「
取
る
に
足
ら
な
い
小
規
模
企
業
の
譲
受
で
も
そ
れ
が
全
部
な
ら
常
に
総
会
決
議
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
本
号
の
趣
旨
か
ら

　
必
ず
し
も
妥
当
と
は
い
え
な
ど
（
山
下
前
掲
論
文
）
と
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
取
引
法
的
行
為
と
し
て
営
業
譲
渡
を
把
え
る
か
ら
こ
そ
「
取
る
に
足
る
か
否
か
」
が
問
題
と
な

　
り
、
ひ
い
て
は
立
法
に
対
す
る
疑
問
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
つ
て
、
企
業
結
合
規
定
と
解
す
る
と
き
は
こ
の
点
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
す
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
最
高
裁
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
目
判
決
、
同
昭
和
四
一
年
二
月
二
三
日
判
決
、
同
昭
和
四
六
年
四
月
九
日
判
決
の
多
数
意
見
は
、
商
法
二
四
五
条

一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
と
は
商
法
総
則
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
組
織
的
・
有
機
的
一
体
性
を
も
つ
た
営
業
の
譲
渡
で
、
営
業
活
動

が
譲
受
人
に
承
継
さ
れ
譲
渡
会
社
が
競
業
避
止
義
務
を
負
う
も
の
に
限
る
と
し
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
記
最
高
裁
判
決
の
少
数
意
見
は
（
但
し
、

昭
和
四
六
年
判
決
は
全
員
一
致
で
あ
る
の
で
除
く
）
、
重
要
工
場
に
お
け
る
重
要
機
械
の
譲
渡
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
企
業
維
持
、
株
主
保
護
と
い
う

観
点
か
ら
は
総
会
の
特
別
決
議
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
学
説
も
こ
の
最
高
裁
判
決
の
多
数
意
見
、
少
数
意
見
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
ら
つ
て
大
き
く
二
つ
に
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
も
う
少
し
細
か
く
分
析
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
①
　
ま
ず
、
譲
渡
の
対
象
と
さ
れ
る
営
業
の
意
義
に
つ
い
て
。
特
に
、
「
会
社
の
重
要
な
る
営
業
財
産
」
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
株
主
総
会
の
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

決
議
を
必
要
と
す
る
か
の
点
で
あ
る
。
最
高
裁
判
決
の
多
数
意
見
及
び
多
数
説
（
形
式
説
）
は
、
「
営
業
譲
渡
」
と
は
営
業
の
包
括
的
譲
渡
の
意
味

で
あ
つ
て
、
営
業
の
重
要
な
る
一
部
の
譲
渡
も
営
業
の
全
部
譲
渡
に
準
ず
べ
き
程
度
の
営
業
の
譲
渡
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
、
少
数
意
見
及
び
少
数
説
（
実
質
説
）
は
、
そ
れ
が
実
質
的
に
営
業
譲
渡
に
準
ず
る
よ
う
な
事
案
で
あ
つ
て
、
会
社
の
運
命
に
重
大
な
影
響
を



も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
は
こ
れ
を
も
包
含
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
前
者
の
考
え
方
は
、
そ
の
背
景
に
は
、
現
行
法
の
下
に
お
け
る
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

総
会
と
取
締
役
会
の
権
限
の
分
配
と
い
う
制
度
的
根
拠
を
も
ち
、
さ
ら
に
事
実
上
の
影
響
が
あ
る
場
合
に
も
特
別
決
議
を
要
求
す
る
と
き
は
、
具

体
的
な
場
合
に
同
条
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
不
明
確
に
な
つ
て
取
引
の
安
全
を
欠
く
お
そ
れ
が
出
て
く
る
か
ら
、
営
業
譲
渡
の
概
念
を
も
つ
て
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

式
的
に
限
界
を
画
す
る
方
法
を
と
つ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
考
え
方
は
、
企
業
維
持
、
株
主
保
護
、
つ
ま
り
会
社
の

存
続
に
関
す
る
事
項
は
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
こ
と
が
解
釈
論
上
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
を
合
併
と
類
比
す
べ
き
営
業
の
一
括
譲
渡
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
企
業
な
い
し
株
主
保
護
の
徹
底
の
た
め
に
は
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
営
業
譲
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
拡
張
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
対
立
を
私
見
の
よ
う
に
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
考
察
を
試
み
る
と
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か
。
ま
ず
、
取
引
法
的
行
為
と
し
て
営
業
譲
渡
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
多
数
説
の
考
え
方
と
は
、
全
く
そ
の
前
提
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
少
数
説
と
も
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、
何
を
根
拠
に
し
て
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
の
認
識
の
相
違
で
あ
る
。
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

数
説
は
会
社
の
存
続
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
と
す
る
が
、
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
企
業
と

　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

結
合
す
る
か
ら
こ
そ
い
わ
ば
会
社
の
運
命
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
で
は
、
営
業
譲
渡
の
意
義
を
把
握
す
る
た
め
常
に
企
業
結
合
的
考
察
を
行
な
う
必
要
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
さ
き
に
形
式
的
理
由

の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
き
た
営
業
の
賃
貸
借
、
経
営
委
任
等
と
の
対
比
と
い
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
れ
個
々
の
財
産
の
譲

渡
で
は
足
り
ず
、
企
業
が
結
合
関
係
に
入
つ
て
ゆ
く
よ
う
な
“
生
き
た
”
つ
ま
り
組
織
化
さ
れ
有
機
的
一
体
性
を
も
つ
た
営
業
の
譲
渡
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

い
う
必
要
性
が
出
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
多
数
説
と
同
様
の
結
果
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
が
、
思
考
の
方
法
は
こ
れ
と
は
全
く
逆
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
多
数
説
は
概
念
の
統
一
性
か
ら
総
則
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
と
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
と
は
同

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
五
　
　
（
二
〇
二
一
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
『
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
六
　
　
（
二
〇
二
二
）

一
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
総
則
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
が
譲
受
人
の
保
護
す
な
わ
ち
取
引
の
安
全
を
図
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め

に
は
譲
渡
さ
れ
る
営
業
が
予
測
可
能
性
を
有
す
る
べ
き
で
、
従
つ
て
、
客
観
的
意
義
に
お
け
る
営
業
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
組
織
財
産

で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を
商
法
二
四
五
条
に
お
け
る
営
業
譲
渡
の
把
握
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
。
要
約
す
れ
ば
、
概
念
の
統
一
性
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

前
提
と
し
て
出
発
し
、
ま
ず
総
則
に
お
け
る
営
業
譲
渡
概
念
を
求
め
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
会
社
法
に
お
け
る
そ
れ
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の

に
対
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
本
来
会
社
法
に
お
け
る
営
業
譲
渡
と
し
て
法
が
予
定
し
た
も
の
は
何
か
と
い
う
制
度
目
的
か
ら
営
業
譲
渡
概
念
を
導

き
出
す
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
多
数
説
、
少
数
説
と
も
に
、
制
度
意
義
を
正
当
に
把
握
し
な
い
ま
ま
に
、
判
例
に
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
特
異
な
場
面
に
災
い
さ
れ
て
い
る
と

い
う
決
定
的
な
欠
陥
を
秘
め
、
ま
た
、
有
機
的
一
体
性
と
い
う
基
準
か
ら
は
私
見
と
同
一
に
帰
す
る
多
数
説
の
考
え
方
も
、
そ
の
方
法
論
に
お
い

て
誤
ま
り
を
犯
し
て
い
る
。
制
度
意
義
を
正
当
に
把
握
し
、
企
業
間
の
結
合
で
あ
る
か
ら
こ
そ
単
な
る
営
業
財
産
（
假
令
重
要
で
も
）
の
譲
渡
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

足
り
ず
、
他
の
企
業
結
合
関
係
と
の
対
比
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
館
生
き
た
μ
つ
ま
り
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
組
織
財
産
の
譲
渡
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
②
　
次
に
、
営
業
活
動
の
承
継
、
競
業
避
止
義
務
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
対
立
を
考
え
て
み
よ
う
。
多
数
説
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
会
社
法

上
の
営
業
譲
渡
も
総
則
に
お
け
る
そ
れ
と
同
一
と
考
え
る
た
め
、
事
の
性
質
上
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
の
営
業
者
た
る
地
位
を
引
き
継
ぐ
場
合
の
み

が
問
題
と
な
り
、
従
つ
て
競
業
避
止
義
務
を
必
ず
負
う
場
合
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
営
業
活
動
の
承
継
そ
し
て
競
業
避
止
義

務
を
伴
な
わ
な
い
営
業
財
産
の
譲
渡
は
、
假
令
会
社
や
株
主
に
重
大
な
利
害
関
係
を
及
ぽ
す
と
し
て
も
、
こ
れ
は
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
営
業

譲
渡
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
は
、
単
な
る
重
要
財
産
の
譲
渡
で
あ
つ
て
も
会
社
の
存
続
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
限
り
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
元
来
、
営
業
活
動
の
承
継
、
競
業
避
止
義
務
は
全
く
間
題
と
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
す
る
。



　
と
こ
ろ
が
、
近
時
、
譲
渡
の
対
象
と
さ
れ
る
営
業
の
意
義
に
つ
い
て
は
有
機
的
一
体
性
を
も
つ
た
組
織
財
産
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
譲
受
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

譲
渡
会
社
の
営
業
者
た
る
地
位
を
承
継
す
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
と
す
る
有
力
な
見
解
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
立
場
は
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一

号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
概
念
の
内
容
と
し
て
、
営
業
活
動
の
承
継
、
競
業
避
止
義
務
の
負
担
と
い
う
限
定
を
加
え
る
必
要
も
な
い
し
ま
た
合

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

理
性
も
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
営
業
譲
渡
に
お
け
る
営
業
者
の
地
位
の
交
替
は
単
に
社
会
的
、
経
済
的
な
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
（
2
1
）

て
、
法
律
的
に
は
有
機
的
一
体
性
を
も
つ
た
組
織
財
産
の
譲
渡
で
あ
る
と
い
う
に
尽
き
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
と
こ
ろ
で
、
少
数
説
は
別
と
し
て
、
多
数
説
及
び
こ
の
有
力
説
の
考
え
方
は
、
営
業
活
動
の
承
継
が
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
競
業
避
止
義
務
も
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

生
ず
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
両
者
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
者
の
考
え
方
は
、

多
数
説
に
よ
れ
ば
、
営
業
の
譲
渡
と
は
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
組
織
財
産
つ
ま
り
“
生
き
た
営
業
と
し
て
の
”
譲
渡
で
あ
る
か
ら
、
単

に
譲
渡
会
社
側
で
の
み
“
生
き
た
営
業
”
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
“
生
き
た
ま
ま
”
つ
ま
り
譲
受
人
の
側
に
至
つ
て
も
生
き
て
い
る
必
要
が

あ
り
、
従
つ
て
“
生
き
た
ま
ま
の
営
業
”
の
譲
渡
で
あ
る
限
り
、
譲
渡
人
は
従
前
と
同
様
に
“
生
き
た
も
の
と
し
て
”
譲
受
人
に
営
業
を
な
さ
し

め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
競
業
避
止
義
務
が
出
て
く
る
と
す
る
。
従
つ
て
、
譲
受
け
た
営
業
を
他
に
転
用
し
て
し
ま
う
場
合
は
営
業
譲
渡
に
は
含
ま

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
で
は
、
有
機
的
一
体
性
を
も
つ
て
機
能
す
る
組
織
財
産
の
譲
渡
で
あ
れ
ば
営
業
活
動
の
承
継
を

伴
な
わ
な
く
て
も
営
業
譲
渡
と
し
て
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
譲
受
人
側
に
他
へ
の
転
用
目
的
が
あ
つ
て
も
、
譲
渡
人
の
側
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て
館
生
き
た
営
業
”
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
足
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
ま
ず
営
業
活
動
の
承
継
と
競
業
避
止
義
務
の
不
可
分
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
当
然
の
前
提
と
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

疑
問
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
総
則
に
お
け
る
営
業
譲
渡
の
場
合
に
も
特
約
に
よ
つ
て
競
業
避
止
義
務
は
排
除
で
き
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
逆
に
、
営
業
活
動
の
承
継
が
な
く
て
も
競
業
避
止
義
務
を
契
約
で
定
め
う
る
と
す
れ
ば
、
両
者
は
本
来
別
個
の
基
準
で
あ
る
わ
け
で

　
（
2
7
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
仮
り
に
多
数
説
の
立
場
に
立
つ
た
と
し
て
も
、
営
業
活
動
の
承
継
と
競
業
避
止
義
務
の
負
担
と
は
分
け
て

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
七
　
　
（
二
〇
二
三
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
八
　
　
（
二
〇
二
四
）

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
を
企
業
結
合
的
見
地
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
営
業
活
動
の
承
継
ま
で
は
当
然
の
要
件
と
さ
れ
る
が
、
競
業
避
止
義
務
な
ど
は
全
く
問
題
と
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
元
来
、
取
引
法
的
意
味
に
お
い
て
効
果
を
発
生
す
る
競
業
避
止
義
務
は
、
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
は
全
く
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
経
営
共
同
体
の
中
に
埋
没
し
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
極
め
て
個
人
法
的
色
彩
の
濃
厚
な
、
個
人
的
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し

た
競
業
避
止
義
務
が
、
そ
の
ま
ま
会
社
間
の
関
係
に
お
い
て
も
妥
当
し
う
る
か
は
全
く
疑
問
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
え
つ
て
、
同
一
営
業
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

す
こ
と
は
相
乗
作
用
を
は
た
し
て
収
益
の
増
大
に
な
る
こ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
東
洋
信
託
銀
行
の

　
（
3
1
）

資
料
に
よ
り
実
際
上
の
営
業
譲
渡
契
約
を
み
て
も
、
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
が
な
い
の
も
、
企
業
結
合
の
場
合
に
は
問
題

と
な
ら
な
い
こ
と
の
大
き
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
と
は
、
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
考
察
し
て
、
譲
渡
人
の
側
に
お
い

て
も
、
ま
た
譲
受
人
の
側
に
至
つ
て
も
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
組
織
財
産
の
譲
渡
で
あ
る
。
従
つ
て
、
譲
渡
会
社
に
お
い
て
す
で
に
休
業

し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
譲
渡
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
営
業
が
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
、
譲
受
会
社
に
お
い
て
譲

受
け
た
営
業
を
機
能
さ
せ
る
意
図
の
な
い
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
側
の
機
能
性
の
欠
訣
と
い
う
点
に
お
い
て
営
業
譲
渡
と
は
な
り
え
な
い
。
つ
ま

り
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
組
織
財
産
の
譲
渡
と
譲
受
人
の
営
業
活
動
の
承
継
が
営
業
譲
渡
の
本
体
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
律
行
為
論
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

観
察
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
活
動
し
う
る
営
業
財
産
の
譲
渡
で
あ
れ
ば
足
る
と
も
考
え
う
る
が
（
活
動
し
う
る
営
業
財
産
を
譲
渡
す
意
思
と
、
そ
れ
を
譲

受
け
る
意
思
と
が
合
致
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
従
つ
て
、
譲
渡
人
の
側
に
お
い
て
活
動
し
う
る
営
業
財
産
の
譲
渡
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
）
、
こ
こ
に
ま
さ

に
企
業
結
合
規
定
と
し
て
の
営
業
譲
渡
契
約
の
特
殊
性
が
存
在
し
、
営
業
活
動
の
承
継
を
も
営
業
譲
渡
成
立
の
た
め
の
法
律
要
件
事
実
と
し
て
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
い
か
に
営
業
が
流
通
の
対
象
と
な
る
と
は
い
え
、
一
般
の
譲
渡
契
約
の
目
的
物
で
あ
る
財
物
と
は
異
な
り
、
営
業
が
営



ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

業
と
し
て
譲
渡
さ
れ
る
た
め
に
は
、

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

　
保
護
さ
れ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
は
、

（
12
）

　
結
合
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
も
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
り

　
す
場
合
で
あ
り

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

　
道
祐

（
16
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

譲
受
人
の
側
に
お
け
る
営
業
活
動
の
承
継
を
不
可
欠
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

民
集
一
九
巻
六
号
一
六
〇
〇
頁
。

民
集
二
〇
巻
二
号
三
〇
二
頁
。

判
例
時
報
六
三
五
号
一
四
九
頁
。

一
の
注
（
1
）
参
照
。

一
の
注
（
2
）
参
照
。

一
の
注
（
3
）
参
照
。

石
井
前
掲
論
文
四
頁
。

一
の
注
（
2
）
の
諸
見
解
参
照
。

一
の
注
（
3
）
の
諸
見
解
参
照
。

す
で
に
こ
の
点
は
二
の
注
（
2
1
）
に
お
い
て
述
ぺ
た
。

龍
田
前
掲
論
文
三
頁
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
総
会
の
特
別
決
議
を
要
件
と
す
れ
ば
株
主
の
保
護
に
役
立
つ
こ
と
が
自
明
の
理
と
さ
れ
、
株
主
の
ど
う
い
う
利
益
が
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
点
は
、
企
業
結
合
と
理
解
し
て
く
る
と
容
易
に
説
明
し
う
る
。
石
井
前
掲
論
文
三
頁
、
松
本
蒸
治
『
増
補
註
釈
株
式
会
社
法
』
一
二
五
頁

合
併
と
近
い
現
象
で
あ
る
か
ら
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
る
。
私
見
と
は
基
本
的
認
識
を
異
に
す
る
が
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
服
部
前
掲
書
四
〇
二
頁
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
例
え
ば
甲
が
そ
の
営
業
を
乙
に
譲
渡
し
た
と
き
に
甲
企
業
と
乙
企
業
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
見
の
そ
れ
は
一
般
に
使
用
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
意
味
す
る
企
業
結
合
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
の
ね
ら
い
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
商
法
二
四
五
条
一
項
二
号
の
各
種
の
契
約
を
み
た
場
合
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
会
社
が
法
的
に
は
独
立
し
た
ま
ま
経
済
的
一
体
を
な

　
　
　
　
、
営
業
譲
渡
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
そ
こ
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
関
係
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

本
文
三
七
〇
頁
、
二
の
注
（
3
3
）
参
照
。

さ
ら
に
、
譲
受
人
の
と
こ
ろ
へ
至
つ
て
も
“
生
き
た
々
営
業
で
あ
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

竹
内
前
掲
批
評
一
四
八
頁
で
は
、
「
多
数
意
見
も
法
律
概
念
の
相
対
性
を
前
提
と
し
た
上
で
」
と
さ
れ
る
が
、
多
く
の
見
解
は
竹
内
説
の
よ
う
に
は
理
解
し
て
い
な
い
。
豊
水

「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
一
七
巻
二
号
一
四
六
頁
、
田
村
前
掲
批
評
九
五
頁
な
ど
。

本
文
三
六
七
頁
、
二
の
注
（
12
）
、
（
13
）
参
照
。

商
法
二
四
五
条
一
項
二
号
に
関
し
て
は
ほ
ぽ
承
認
さ
れ
て
い
る
。
喜
多
川
前
掲
書
（
注
釈
会
社
法
）
一
四
八
頁
、
一
四
九
頁
、
服
部
前
掲
書
四
二
四
頁
。

一
の
注
（
4
）
諸
見
解
。

竹
内
前
掲
批
評
一
四
八
頁
。

商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

三
七
九
　
　
（
二
〇
二
五
）



商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

三
八
○
　
　
（
二
〇
二
六
）

（
2
0
）
　
宇
田
前
掲
論
文
三
一
七
頁
は
こ
の
点
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
2
1
）
代
表
的
論
者
で
あ
る
大
隅
博
士
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、
①
商
法
二
四
五
条
は
株
主
保
護
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
客
観
的
意
義
に
お
け
る
営
業
が
譲
渡
さ
れ
る
限
り
、
譲
受
人

　
が
営
業
者
の
地
位
を
引
継
ぐ
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
（
但
し
、
各
個
の
財
産
物
件
は
い
か
に
重
要
で
あ
つ
て
も
営
業
譲
渡
と
は
な
ら
な
い
）
。
②
会
社
の
営
業
は
本
来
譲
渡
さ

　
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
か
ら
、
取
引
安
全
を
そ
れ
ほ
ど
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。
大
隅
前
掲
批
評
七
五
頁
。

（
2
2
）

（
23
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）主

総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
し
、

視
し
て
い
る
こ
と
が
窺
れ
る
」

（
2
9
）

　
二
五
、

　
は
な
く

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

　
の
点
、

　
頁
）
。

さ
ら
に
、
少
数
説
を
前
提
と
す
る
鈴
木
前
掲
論
文
（
商
法
研
究
豆
）
五
二
頁
も
、
有
機
的
一
体
性
を
問
題
と
し
て
い
な
い
点
で
私
見
か
ら
は
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
龍
田
前
掲
論
文
二
頁
。

こ
の
点
を
詳
細
に
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
田
代
有
嗣
「
会
社
の
営
業
譲
渡
・
譲
受
規
制
ω
～
α
O
」
商
事
法
務
八
三
〇
～
八
五
二
号
（
特
に
、
八
三
四
～
八
三
七
号
）
。

山
下
前
掲
論
文
二
〇
〇
頁
。

竹
内
前
掲
批
評
一
四
八
頁
。

龍
田
前
掲
論
文
二
頁
。
但
し
、
上
柳
前
掲
論
文
二
四
四
頁
は
、
商
法
二
五
条
三
項
の
義
務
は
特
約
で
も
排
除
し
え
な
い
と
す
る
。

奥
野
健
一
前
掲
最
高
裁
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
判
決
に
お
け
る
補
足
意
見
で
は
、
「
商
法
が
株
式
会
社
の
営
業
譲
渡
に
つ
い
て
、
会
社
の
合
併
と
同
様
な
法
律
的
規
制
（
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
、
反
対
株
主
に
対
し
株
式
買
取
請
求
権
を
認
め
る
）
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
営
業
譲
渡
を
企
業
の
承
継
的
移
転
と
実
質
的
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
り
、
ほ
ぽ
私
見
と
同
旨
で
あ
る
（
但
し
、
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
は
異
な
る
）
。

福
井
守
「
営
業
譲
渡
人
の
競
業
避
止
義
務
」
営
業
財
産
の
法
的
研
究
四
九
頁
、
田
代
有
嗣
「
会
社
問
の
営
業
譲
渡
と
親
子
会
社
に
関
す
る
法
律
問
題
皿
」
商
事
法
務
三
九
三
号

　
二
六
頁
。
両
論
文
と
も
、
企
業
集
中
の
一
方
法
と
し
て
な
さ
れ
る
営
業
譲
渡
の
場
合
に
は
、
両
企
業
に
利
害
相
反
は
な
い
か
ら
譲
渡
の
実
効
を
空
し
く
す
る
よ
う
な
可
能
性

　
、
従
つ
て
競
業
避
止
義
務
は
発
生
し
な
い
と
さ
れ
る
。

宇
田
前
掲
論
文
三
二
五
頁
。

二
の
注
（
1
6
）
参
照
。

山
下
前
掲
論
文
二
〇
〇
頁
、
宇
田
前
掲
論
文
一
三
四
頁
以
下
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
は
、
有
機
的
一
体
性
の
判
断
基
準
が
不
明
確
に
な
る
と
の
指
摘
を
な
し
う
る
。
こ

　
私
見
の
よ
う
に
譲
受
人
の
側
に
お
け
る
営
業
活
動
の
承
継
を
も
要
件
に
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
確
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
同
旨
、
上
柳
前
掲
論
文
二
四
六

四
　
ま

と

め

　
本
稿
で
は
、
制
度
の
沿
革
、
機
能
、
他
の
企
業
結
合
規
制
と
の
対
比
と
い
う
観
点
か
ら
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」

を
考
察
し
、
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
そ
の
意
義
の
再
構
成
を
試
み
た
。
制
度
の
趣
旨
が
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
「
営



業
譲
渡
」
概
念
に
つ
い
て
は
全
く
正
当
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
お
そ
ら
く
多
数
説
に
対
す
る
批
判
と
同

様
、
株
主
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
な
お
具
体
的
妥
当
性
に
欠
け
る
場
面
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
企
業
結
合
を
カ
バ
ー
す
る
た
め

に
は
私
見
の
よ
う
に
考
察
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
が
、
判
例
に
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
具
体
例
に
は
本
条
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
結
果
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
休
業
中
に
あ
る
会
社
や
債
務
超
過
会
社
が
私
的
整
理
の
方
法
と
し
て
債
権
者
に
譲
渡
す
る
場
合
な
ど

と
い
つ
た
よ
う
に
、
病
理
現
象
中
の
病
理
現
象
で
あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
い
か
に
営
業
譲
渡
を
取
引
法
的
見
地
か
ら
考
察
し
て
も
極
め

て
異
常
な
事
態
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
包
摂
し
う
る
よ
う
な
概
念
構
成
自
体
、
元
来
「
営
業
譲
渡
」
と
し
て
法
が
予

定
し
た
制
度
の
枠
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
明
確
な
立
法
が
準
備
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
現
行
法
の
解
釈
論
の
限
界
と
し
て
は
、
有
機
的
一
体
性
を
も
つ
て
機

能
す
る
組
織
財
産
の
譲
渡
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
譲
受
人
が
営
業
継
続
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
、
単
な
る
営
業
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
譲
渡
に
ま
で
本
条
の
適
用
拡
大
を
す
る
こ
と
は
全
く
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
假
令
譲
渡
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
が
客
観
的
意
義
に
お

け
る
営
業
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
判
例
に
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
他
へ
の
転
用
目
的
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
制
度
の
意
義
を
逸
脱
す
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
本
条
の
「
営
業
譲
渡
」
に
は
含
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
以
上
を
要
約
す
る
と
、
一
般
に
「
営
業
譲
渡
」
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
想
定
し
う

る
場
面
と
し
て
、
①
企
業
結
合
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
譲
渡
人
側
に
お
い
て
も
ま
た
譲
受
人
に
お
い
て
も
有
機
的
一
体
性
を
保
有

し
て
い
る
と
き
、
②
企
業
結
合
と
し
て
で
は
な
く
い
わ
ば
純
粋
に
取
引
行
為
と
し
て
こ
れ
が
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
①
同
様
、
譲
渡
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
お
い
て
も
譲
受
人
に
お
い
て
も
有
機
的
一
体
性
を
保
有
し
て
い
る
と
き
、
③
す
で
に
譲
渡
人
の
側
に
お
い
て
有
機
的
一
体
性
を
失
な
つ
て
い
る

と
き
、
④
②
と
同
様
に
取
引
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
譲
渡
人
の
側
に
お
い
て
は
有
機
的
一
体
性
を
有
し
て
い
た
が
譲
受
人
の

側
で
は
転
用
目
的
等
が
あ
つ
て
有
機
的
一
体
性
を
有
し
え
な
い
と
き
、
の
四
場
面
が
あ
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
②
の
場
面
ま
で
は
株
主
保
護
の
ね

ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
が
、
要
件
的
に
は
同
一
に
帰
す
る
と
こ
ろ
か
ら
現
行
法
の
解
釈
論
の
枠
内
で
カ
バ
ー
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
一
　
　
（
二
〇
二
七
）



　
　
　
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
二
　
　
（
二
〇
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

③
の
場
面
、
こ
れ
が
ま
さ
に
判
例
に
数
多
く
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
な
休
業
中
の
会
社
あ
る
い
は
債
務
超
過
会
社
が
私
的

整
理
の
方
法
と
し
て
行
な
う
場
面
で
は
、
要
件
的
に
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
、
か
か
る
会
社
に
お
け
る
株
主
に
は
守
ら
れ
る
べ
き
利
益

が
す
で
に
喪
失
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
営
業
譲
渡
と
は
な
り
え
な
い
。
有
機
的
一
体
性
を
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
い
単
な
る
財
産
の
集
合
と
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
債
務
超
過
会
社
の
場
合
に
は
会
社
債
権
者
の
利
益
の
み
が
間
題
と
さ
れ
株
主

の
利
益
は
存
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
休
業
中
の
会
社
に
あ
つ
て
は
す
で
に
株
主
も
そ
の
利
益
を
放
棄
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ

（
7
）る

。
結
局
、
争
点
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
の
多
数
説
と
有
力
説
と
の
間
に
お
い
て
差
異
の
で
て
き
た
と
こ
ろ
の
④
の
場
面
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
私
見
か
ら
す
れ
ば
、
譲
受
人
の
側
の
営
業
活
動
の
承
継
を
も
要
件
と
す
る
た
め
本
条
に
い
う
営
業
譲
渡
と
は
な
り
え
な
い
が
、
な
お
少
数
説

及
び
有
力
説
の
指
摘
す
る
よ
う
に
株
主
保
護
の
問
題
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
法
の
欠
敏
で
あ
つ
て
、
本
条
が
企
業
結
合

を
め
ぐ
る
株
主
の
利
益
保
護
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
以
上
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。

　
こ
れ
ら
は
、
立
法
に
よ
つ
て
補
完
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
明
確
に
企
業
結
合
規
定
と
し
て
の
「
営
業
譲
渡
」
と
は
区
別
し
て
規
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
会
社
の
分
割
に
関
す
る
周
到
な
規
定
が
で
ぎ
た
場
合
に
は
、
あ
る
い
は
企
業
結
合
規
定
と
し
て
の
「
営
業
譲
渡
」
は
も
は

や
不
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
法
の
欠
敏
を
埋
め
る
べ
く
純
粋
の
取
引
法
的
行
為
と
し
て
の
営
業
譲
渡
が
新
た
に
そ
の
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

扱
い
を
め
ぐ
つ
て
問
題
提
起
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
一
の
注
（
3
）
の
い
わ
ゆ
る
実
質
説
（
少
数
説
）
の
主
張
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

一
の
注
（
4
）
の
第
一
の
立
場
、
三
の
ω
に
お
い
て
有
力
説
と
し
た
見
解
の
主
張
。

例
え
ば
、
競
業
避
止
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
判
例
に
は
み
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

二
の
注
（
12
）
の
判
例
。

二
の
注
（
1
3
）
の
判
例
。

上
柳
前
掲
論
文
二
四
六
頁
。

遠
藤
前
掲
論
文
一
七
三
頁
以
下
、
喜
多
川
篤
典
「
倒
産
判
例
百
選
」
二
一
五
頁
。



（
8
）
　
前
掲
拙
稿
七
七
頁
。

（
9
）
　
比
較
立
法
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
体
、
会
社
の
資
産
の
全
部
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
全
部
を
売
却
す
る
に
は
総
会
決
議
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
通
常
の
業
務
過
程
に

　
お
い
て
な
さ
れ
る
と
き
は
取
締
役
会
決
議
で
足
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
清
算
中
の
会
社
が
行
な
う
会
社
資
産
の
一
括
譲
渡
に
つ
い
て
特
別
決
議
を
必
要
と

　
す
る
と
し
（
三
九
六
条
）
、
会
社
存
続
中
に
お
け
る
譲
渡
の
規
定
は
存
し
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
分
割
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
リ
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
参
考
に

　
な
る
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
調
整
指
針
で
あ
り
、
そ
の
第
三
指
針
は
、
対
価
の
一
部
が
金
銭
で
支
払
わ
れ
る
よ
う
な
、
ま
た
譲
渡
会
社
が
解
散
し
な
い
よ
う
な
合
併
類
似
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
為
に
つ
い
て
合
併
に
関
す
る
規
定
を
準
用
し
、
第
五
指
針
で
は
、
事
業
の
閉
鎖
、
譲
渡
、
縮
小
、
拡
大
は
監
査
役
会
の
承
認
を
得
て
取
締
役
会
が
決
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

　
　
ア
メ
リ
カ
法
の
ご
と
く
業
務
の
通
常
の
過
程
と
い
う
不
明
確
な
基
準
は
採
用
し
難
く
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
ご
と
く
会
社
存
続
中
の
営
業
譲
渡
を
企
業
結
合
的
な
も
の
に
限
つ
て

　
し
ま
う
（
分
割
）
こ
と
も
硬
直
的
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
調
整
指
針
の
方
向
が
比
較
的
実
態
に
も
応
じ
た
納
得
の
し
や
す
い
も
の
と
思

　
わ
れ
る
。
た
だ
、
監
査
役
会
の
承
認
を
要
す
る
と
は
い
え
、
取
締
役
会
決
議
で
足
る
か
は
問
題
の
余
地
は
あ
ろ
う
。

商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義

三
八
三
　
　
（
二
〇
二
九
）


